
 
 

議案第２１８号 薩摩川内市高速船ターミナルの指定管理者の指定について【経済政策課】 

 

１ 指定管理者に行わせる施設の概要 

 施設名（薩摩川内市高速船ターミナル） 

 

２ 指定管理者に行わせる業務 

 ⑴ 施設の維持管理に関する業務 

⑵ 施設の運営に関する業務 

⑶ 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務 

⑷ 自主事業 

 

３ 指定管理候補者の概要 

 

４ 当該指定管理候補者が示した事業計画の概要 

⑴ 設置条例 薩摩川内市川内港待合施設条例 

⑵ 設置目的 川内港を利用する市民及び海路による交通の利便を図るため設置 

⑶ 施設の事業内容 施設の利用提供 

⑷ 現在の管理形態 指定管理（委託料制） 

⑴ 名称 甑島商船株式会社 

⑵ 所在地 いちき串木野市西町１２番地 

⑶ 代表者名 代表取締役社長 美根 晴幸 

⑷ 設立年月日 昭和５２年３月１９日 

⑸ 基本財産 ８０，０００千円 

⑹ 職員数 ３４名（令和７年９月現在） 

⑺ 事業概要 
海上運送法に規定する船舶運航事業、地方自治法に基づく指定管理者

制度による公共施設の運営受託に関する業務等の事業を営む。 

⑴ 基本方針 

ア 甑島航路利用者の利便性の確保のため、衛生的で安全な施設を維

持するとともに、施設内に観光案内所を設置し、市民及び観光客が

安心して利用できる施設とする。 

イ 甑島を訪れる観光客及び施設を訪れる利用者への観光案内と新た

な観光情報の発信基地としての機能を充実させ、甑島との交流人口

の拡大に努め、甑島振興を図る。 

ウ 地区コミュニティ協議会をはじめとした地元住民と連携して、各

種イベントを定例的に実施するとともに、魅力ある施設づくりに努

め、地域経済の活性化に貢献する。 



 
 

⑵ 管理計画 

ア 電気工作保守は施設常駐者が維持管理業務に従事し、電気設備全

般の点検、照明器具の保守、その他電気設備の維持管理を行い、不

具合については部品交換や修繕の検討を市と協議し、迅速な対応と

改善を行う。 

イ 待合室・多目的室・トイレ・回廊・窓ガラスの清掃、市の指定す

る方法に従うごみの分別・収集、ターミナル周辺及び駐車場の見回

り・清掃等を毎日実施する。 

ウ 毎日ターミナル周辺を巡回し、不審者・不審物の有無確認や、子

どもの危険行為防止などセキュリティ面での配慮を行う。 

エ 事故発生時は、利用者及び地域住民の安全確保を第一に考え、迅

速かつ適切な情報伝達、対策活動を実施する。また、災害発生に備

え、日頃から各関係機関と連絡を密にし、安全管理の最新情報入手

に努める。 

⑶ 運営管理 

ア 職員の接遇等に対する教育を徹底することにより、市民への公正

な対応に努める。また、利用者に安心して施設を利用していただく

よう施設の案内・誘導、安全確保など円滑な利用者対応を行う。 

イ 乗降客や施設使用者その他来訪者の要望等を積極的に聴取し、管

理運営に反映させる。 

ウ 「お客様に聴く」を徹底し、トラブルや苦情が顕在化する前に関

係各所との情報共有や管理運営の見直しを行う。 

エ 当社グループ全体の物的・人的資源を活用した広報活動を行うと

ともに、甑島航路利用促進の営業活動の一環として、施設の魅力向

上及び甑島の観光産業振興の普及に対する呼び掛けを行うことに

より当該施設の広報を行う。 

⑷ 組織体制 

総括責任者とそれを管理する統括管理責任者を設けた上で、最高管

理責任者の元で運営し、常勤・非常勤合わせて２０名体制で運営を行

う。 

⑸ 収入・支出計画 

  

項 目 
金額（千円） 

令和８年度 

収 入 
使用料 ２３４ 

合計 ２３４ 

支 出 

人件費 １１，１６０ 

光熱水費 １，４２４ 

修繕費 ２２０ 

管理費 ４８６ 

委託費 ８，０１３ 

合計 ２１，３０３ 
 



 
 

５ 選定経過の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑴ 選定委員会開催日 令和７年１０月２０日（月） 

⑵ 選定委員 
建設部長、財産マネジメント課長、経済政策課施設担当課長、地元

代表者(２名)、利用者代表(１名)、有識者（１名）計７名 

⑶ 応募団体数 
ア ①民間事業者１ ②NPO法人  ③出資法人１ ④その他  

イ ①市内事業者１ ②市外事業者１ ③県外事業者  計２者 

⑷ 選定の理由 

選定委員会において、事業計画書の内容、事業の収支計画、その

他について総合的な審査を行った結果、上位の点数であった甑島商

船株式会社が合格基準点（４２０点）を上回り、また、適切な管理

運営が期待できることが見込まれるため、指定管理候補者として適

当であると判断した。 

⑸ 採点結果表 別紙のとおり 



別紙 

 
 

 

採点結果表 

審査項目 配点 
甑島商船 

株式会社  
Ａ社 

１ 事業計画書による施設の運営が、安全性や公平性の確保を図るものであるか。 

  

使用者の安全対策及び緊急な事故等を想定したマニュアル

を定めており、適切な対応がなされているか。 
３５ ２７ ２２ 

公平、公正性が確保され使用者、関係者等の意見により優

遇する可能性はないか。 
３５ ２４ ２１ 

計 ７０ ５１ ４３ 

２ 事業計画書の内容が、施設の効用を最大限に発揮し、使用者のサービスの向上が図られるか。 

  

施設の効用が最大限発揮された計画となっているか。 ７０ ４８ ４０ 

使用等の関係する者のニーズの把握及び実現策は適切か。 ７０ ４６ ４２ 

イベント提案の内容は、効果的・効率的なものであるか。 ７０ ５２ ４６ 

計 ２１０ １４６ １２８ 

３ 施設の管理経費の支出が適正であり、縮減が図られるか。 

  
適正な経費削減の措置はみられるか。 ７０ ４６ ４２ 

計 ７０ ４６ ４２ 

４ 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的、人的能力を有しているか。 

  

管理運営にふさわしい団体の理念、運営方針を持っている

か。また、施設の管理業務に対する基本方針は適切か。 
７０ ５２ ４２ 

安定した運営を行うため、職員の採用、確保、指導・研修

体制（苦情対応を含む。）及び相談体制は十分確保されて

いるか。 

７０ ５４ ４０ 

施設や備品の管理・修繕方針や方法は適正か。 ３５ ２４ ２３ 

団体の経営状況は良好であるか。 ３５ １６ ９ 

同種又は類似施設の管理運営の実績はあるか。 ７０ ５４ ４０ 

計 ２８０ ２００ １５４ 

５ その他市長が定める必要な事項 

  
地域と連携し、運営する計画となっているか。 ７０ ５２ ４４ 

計 ７０ ５２ ４４ 

合計 ７００ ４９５ ４１１ 


